
町管理施設の使用中止について

令和３年８月２７日

京丹波町新型コロナウイルス感染症対策本部

京都府における新型コロナウイルス感染症の新規感染者数の急激な増加に伴い、

８月２０日から９月１２日までの間、京都府に緊急事態宣言が発出されています。

京丹波町におきましても、「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言を

踏まえた今後の方針」により、緊急事態宣言期間中における感染症対策に取り組ん

でおりますが、未だ新規感染者数が増加傾向にあることから、更なる対策として、

８月３０日から９月１２日までの間につきまして、町が管理する施設の使用を中止

します。

町民の皆様におかれましては、これまでからお願いしています基本的な感染拡大

防止の取り組みと併せて、ご理解とご協力をお願いします。

◆ 取組期間

８月３０日（月）０時から９月１２日（日）２４時まで

◆ 取組内容

町の管理施設については使用（貸出）を中止します。

※ 図書室については、貸出・返却に限り利用できます。

※ 公園については、個人の散歩等に限り利用できます。

◆ 使用を中止する町の管理施設

【小中学校の体育館及びグラウンド等】

【集会場等】

【運動施設】

【公園】

竹野小学校 丹波ひかり小学校 下山小学校

瑞穂小学校 和知小学校 蒲生野中学校

瑞穂中学校 和知中学校

中央公民館 桧山公民館 梅田振興センター

三ノ宮基幹集落センター 質美振興センター 下大久保文化教育センター

和知ふれあいセンター 和知生涯学習センター 山村開発センターみずほ

わーふ館

上豊田グラウンド 旧須知小学校グラウンド 三ノ宮農村公園グラウンド

わちグラウンド 旧須知小学校講堂 三ノ宮体育館

篠原体育館 わち夢広場

須知川水辺公園 須知公園


